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1 R3.7.21 R3.8.4 東京都交通局自動車係員服務要綱 15 1
交通局
自動車部
管理課

2 R3.7.21 R3.8.4

・乗務区係員執務心得（泉岳寺乗務管理所）
・乗務区係員執務心得（高島平乗務管理所）
・乗務区係員執務心得（大島乗務管理所）
・乗務区係員執務心得（清澄乗務管理所清澄乗務区）
・乗務区係員執務心得（清澄乗務管理所光が丘乗務区）
・東京都交通局軌道運輸係員服務要綱

143 1
交通局
電車部
管理課

3 R3.7.29 R3.8.11
交通局で禁煙条例が発行されてから、庁内で禁煙が発覚し、過去に懲戒処
分等を受けたことが分かる文書。

1
交通局
職員部
人事課

4 R3.7.19 R3.8.12
１　デジタル行先表示器　コントロールパネル注入用行先表示データ　単
色（橙）用・最終改定版（作成分の全営業所・支所）
２　同　フルカラー用・最終改訂版（作成分の全営業所・支所）

1231 1
交通局
自動車部
車両課

5 R3.8.2 R3.8.12
１　デジタル行先表示器　コントロールパネル注入用行先表示データ　単
色（橙）用・最終改定版（作成分の全営業所・支所）
２　同　フルカラー用・最終改訂版（作成分の全営業所・支所）

1231 1
交通局
自動車部
車両課

6 R3.7.16 R3.8.16
（１）自動車部管理課長発品川営業所職員宛て文書
（２）自動車部事業所喫煙場所の存在調査（令和３年２月９日調査）

2 1
交通局
自動車部
管理課

7 R3.7.16 R3.8.16

（１）令和３年４月20日付け「庁舎３階のゴミ箱からビール空き缶が発見
された件について」
（２）（１）に係る聴取書
（３）令和３年５月10日付け「品川自動車営業所の喫煙に関する状況等に
ついて」
（４）2019年７月17日付けお客様の声カード、2020年４月６日付けお客様
の声カード、2020年６月２日付けお客様の声カード、2020年６月24日付け
お客様の声カード
（５）敷地内で喫煙したことを申し出た職員の一覧
（６）2021年５月28日付自動車部管理課長発メール「【情報共有】５月28
日東京新聞朝刊（隠れ喫煙いたちごっこ都営バス品川営業所敷地内禁煙で
厳重注意）」

33 1 1 1 1

個人に関する情報で、特定の個人を識別することが
きるものであるため。
（情報公開条例第７条第２号）
個人に関する情報で、他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができるものである
ため。
（情報公開条例第７条第２号）
調査過程における内部情報であり、公にすることに
より、今後、関係者からの適切な情報収集が困難に
なる等、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるため。
（情報公開条例第７条第６号）
お客様は、自身が申告した情報が公にされないこと
を前提としてお客様の声を申し入れており、当該箇
所を公にすることにより、交通局の信用・信頼が失
われ、交通局の事業の適正な遂行に支障を及ぼすお
それがあるため。
（情報公開条例第７条第６号）
未確定な情報である本件文書の内容が公になること
により、今後、東京都内部における率直な意見交換
若しくは意思決定の中立性を損なうおそれ又は検討
段階の情報が都の公式見解若しくは事実と誤認さ
れ、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるた
め。
本件文書が公になることにより、信頼関係に基づい
て質問に関する情報を提供した議員及び委員から実
施機関に対する信頼を損なうおそれがあり、議会運
営事務に支障を及ぼすおそれがあるため。
（情報公開条例第７条第５号及び第６号）

交通局
自動車部
管理課

8 R3.7.16 R3.8.16

（１）「南千住営業所内３階の空き缶ゴミ箱に発泡酒の空き缶が捨てられ
ていた」として掲示された文書に係る処分の有無が書かれた調査報告書等
の文書
（２）品川営業所で発覚した「タバコ／喫煙事件」に関する処分の有無が
かかれた調査報告書等の文書

1 1
本件に係る処分の有無が書かれた調査報告書等の文
書については、作成又は取得しておらず、存在しな
いため。

交通局
自動車部
管理課

9 R2.4.28 R3.8.17
お客様の声カード（自動車部分）意見及び苦情（平成31年度分のうち40件
分）

74 1 1 1

個人に関する情報で、他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができるものである
ため。
（情報公開条例第７条第２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別できるもので
あるため。お客様は、自身が申告した情報が公にさ
れないことを前提としてお客様の声を申し入れてお
り、当該箇所を公にすることにより、交通局の信
用・信頼が失われ、交通局の事業の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがあるため。
（情報公開条例第７条第６号）

交通局
自動車部
営業課

10 R3.6.28 R3.8.17 都営バス　最新の運行表（全営業所・支所） 4800 1
交通局
自動車部
計画課

11 R3.8.18 R3.8.24
1　デジタル行先表示器　コントロールパネル注入用行先表示データ　単
色用・最終改訂版（作成分の全営業所・支所）
２　同　フルカラー用・最終改訂版（作成分の全営業所・支所）

1230 1
交通局
自動車部
車両課

12 R3.8.23 R3.8.25 令和３年度　車両の入籍等について（その１．４） 5 1
交通局
自動車部
車両課

決定区分 （根拠規定）条例７条


